
1　目　的

　　センターに設置してある貯水槽（受水槽及び高置水槽）の機能を安全かつ良好に維持するため

　に清掃及び点検を実施し、センター業務の円滑な運営に寄与する。

2　業務場所

　（１）宇都宮市陽南４丁目９番１３号　地方独立行政法人栃木県立がんセンター

　（２）宇都宮市陽南４丁目１１番１２号　地方独立行政法人栃木県立がんセンター職員宿舎

3　業務の対象となる設備の設置場所及び種別，数量

　　以下の設備について、保守管理及び法定点検清掃を行う。

種別
設置場所

4　作業方法

　　清掃作業の手順については、厚生省告示 （第194号，昭和57年11月16日） および同省環境

　衛生局長通知 （環企第２７号，２８号，昭和５８年３月１８日） に基づいて行うものとする。

5　業務工程表の提出

　　受託者は、点検作業等を行う際、事前に業務工程表を作成しセンターに提出しなければ

　ならない。

6　負担区分

　（１）　業務に要する物品等は全て受託者の負担とする。

　（２）　業務実施に要するセンターの施設、電力，水道等の費用はセンターの負担とする。

7　留意事項

　　センターの業務に支障をきたすおそれのある作業等については、センターの指定する日時に

　行うよう調整すること。

8　作業報告書の提出

　　受託者は、水槽内部清掃前後の状況記録写真（カラー）を添付した作業報告書を、業務完了後

　３０日以内にセンターに提出するものとする。　又、水槽内部に劣化を認めた場合、写真を添付し

　センターに報告するものとする。

9　不良箇所の処置

　点検等の結果、不良箇所がある場合には、直ちにセンターに報告しなければならない。

貯　水　槽　清　掃　業　務　実　施　要　領

数

13,000×4,500×4,000

受水槽　（単位ｍｍ） 数

４５ｍ3　（ＦＲＰ製）

高置水槽（単位ｍｍ）

２槽本館

２３４ｍ3　（ｽﾃﾝﾚｽ製）

２３４ｍ
3　

（鋼板製）
13,000×4,500×4,000

1槽

1槽

5,000×4,500×2,000

職員宿舎
１０ｍ3　（ｽﾃﾝﾚｽ製）

1槽


